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号



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
商
工
ロ
ー
ン
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
主
債
務
者
の
み
か
ら
回
収
で
き
た
件
数
と
金
額
、
保
証
人
に
請
求
し
た
件
数
と
金
額
及
び
保
証
人
か
ら
回
収
で

き
た
件
数
と
金
額
は
、
い
ず
れ
も
把
握
し
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
。
以
下
「
貸
金
業
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
二
項
に
規
定
す
る
貸
金
業
者
及
び
貸
金
業
者
と
し
て
の
登
録
を
受
け
ず
に
貸
金
業
を
営
む
者
（
以
下
「
無
登
録
業
者
」
と

い
う
。
）
に
関
し
て
、
関
東
財
務
局
及
び
近
畿
財
務
局
に
寄
せ
ら
れ
た
苦
情
、
相
談
等
の
最
近
五
年
間
の
件
数
及
び
そ
の
内

容
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
主
に
事
業
者
向
け
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
者
に
関
す
る
苦
情
、
相
談

等
の
件
数
及
び
そ
の
内
容
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
貸
金
業
規
制
法
に
お
い
て
は
、
「
行
政
処
分
申
し
立

て
」
と
い
っ
た
制
度
は
な
い
が
、
右
に
述
べ
た
苦
情
、
相
談
等
の
う
ち
に
は
行
政
処
分
を
求
め
る
趣
旨
の
も
の
も
含
ま
れ
て

い
る
。

会
社
別
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、
当
該
会
社
の
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

一



三
に
つ
い
て

関
東
財
務
局
が
株
式
会
社
Ｓ
Ｆ
Ｃ
Ｇ
の
債
務
者
、
保
証
人
及
び
こ
れ
ら
の
代
理
人
弁
護
士
か
ら
行
政
処
分
を
求
め
る
旨
の

要
請
を
受
け
た
時
期
、
そ
の
内
容
及
び
関
東
財
務
局
に
お
け
る
対
応
に
つ
い
て
は
、
同
社
の
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

四
の
（
一
）
に
つ
い
て

関
東
財
務
局
及
び
近
畿
財
務
局
が
、
最
近
五
年
間
に
貸
金
業
規
制
法
第
十
七
条
又
は
第
十
八
条
に
違
反
す
る
と
し
て
、
行

政
処
分
を
行
っ
た
貸
金
業
者
の
数
及
び
内
訳
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
無
登
録
業
者
に
つ
い
て
は
、
行
政
処
分
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

四
の
（
二
）
に
つ
い
て

財
務
局
が
、
貸
金
業
規
制
法
第
十
七
条
又
は
第
十
八
条
に
違
反
す
る
と
し
て
、
主
に
事
業
者
向
け
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い

る
貸
金
業
者
に
対
し
て
最
近
五
年
間
に
行
っ
た
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
そ
の
時
期
、
貸
金
業
者
の
名
称
及
び
処
分
理
由
は
、

別
表
第
四
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
貸
金
業
規
制
法
第
三
条
第
一
項
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
た
貸
金
業
者
に
対
し
て
都
道
府
県
知
事
が

二



行
っ
た
行
政
処
分
の
計
数
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

財
団
法
人
生
命
保
険
文
化
セ
ン
タ
ー
の
行
っ
て
い
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
生
命
保
険
会
社
が
死
亡
保
険
金
を
支
払
っ
た
件
数

の
う
ち
自
殺
を
原
因
と
す
る
も
の
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
年
度
は
二
万
千
三
百
三
十
八
件
、
平
成
十
一
年
度
は
二
万

七
百
三
十
三
件
、
平
成
十
二
年
度
は
二
万
六
百
二
十
八
件
、
平
成
十
三
年
度
は
一
万
七
千
四
十
六
件
、
平
成
十
四
年
度
は
一

万
七
千
七
百
四
十
七
件
と
な
っ
て
い
る
が
、
死
亡
保
険
金
の
う
ち
自
殺
を
原
因
と
す
る
も
の
の
総
額
に
つ
い
て
は
、
把
握
し

て
い
な
い
。

六
に
つ
い
て

貸
金
業
規
制
法
第
二
十
一
条
第
一
項
は
、
債
権
の
取
立
て
を
す
る
に
当
た
っ
て
、
人
を
威
迫
し
又
は
人
の
私
生
活
若
し
く

は
業
務
の
平
穏
を
害
す
る
よ
う
な
言
動
に
よ
り
、
そ
の
者
を
困
惑
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
規
定
し
て
お
り
、
差
押
え
や
仮
差

押
え
と
い
う
法
的
手
続
を
と
る
場
合
に
、
単
な
る
法
的
手
続
に
よ
る
権
利
行
使
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
を
威
迫
し
又
は
人
の
私

生
活
若
し
く
は
業
務
の
平
穏
を
害
す
る
よ
う
な
言
動
に
よ
り
、
そ
の
者
を
困
惑
さ
せ
た
場
合
に
は
、
同
項
に
違
反
す
る
こ
と

と
な
る
。

三



同
項
に
規
定
す
る
「
人
の
私
生
活
若
し
く
は
業
務
の
平
穏
を
害
す
る
よ
う
な
言
動
」
に
つ
い
て
は
、
同
項
各
号
に
そ
の
行

為
類
型
を
例
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
同
項
第
六
号
に
お
い
て
は
、
債
務
者
等
が
、
債
務
の
処
理
を
弁
護
士
等
に
委
託
す
る
等

し
、
弁
護
士
等
か
ら
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
訪
問
す
る
等
の

方
法
に
よ
り
、
債
務
者
等
に
当
該
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
こ
れ
に
対
し
債
務
者
等
か
ら
直
接
要
求
し
な
い
よ
う

求
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
更
に
こ
れ
ら
の
方
法
で
当
該
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

同
号
に
規
定
す
る
「
正
当
な
理
由
」
と
し
て
、
金
融
庁
の
事
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
「
金
融
監
督
等
に
あ
た
っ
て
の
留
意
事
項
に

つ
い
て
（
第
三
分
冊：

金
融
会
社
関
係
）
�
―
�
―
�
取
立
て
行
為
の
規
制
」
に
お
い
て
は
、
個
別
の
事
実
関
係
に
即
し
て

判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
弁
護
士
等
か
ら
の
承
諾
が
あ
る
場
合
、
弁
護
士
等
又
は
債
務
者
等
か
ら
弁
護
士
等

に
対
す
る
委
任
が
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
の
よ
う
な
も
の
が
該
当
す
る
可
能
性
が
高
い
と
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

利
息
制
限
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
号
）
第
一
条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
一
項
は
、
金
銭
を
目
的
と
す
る
消
費
貸
借

上
の
利
息
の
契
約
及
び
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
賠
償
額
の
予
定
に
つ
い
て
、
そ
の
利
率
又
は
割
合
の
上
限
を
設
定
し
、
こ
れ

を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
過
部
分
を
無
効
と
す
る
旨
を
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
利
息
制
限
法
所
定
の
制
限
を
こ
え
る

四



金
銭
消
費
貸
借
上
の
利
息
、
損
害
金
を
任
意
に
支
払
つ
た
と
き
は
、
右
制
限
を
こ
え
る
部
分
は
民
法
四
九
一
条
に
よ
り
残
存

元
本
に
充
当
さ
れ
る
」
と
解
さ
れ
て
い
る
（
最
高
裁
判
所
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
十
八
日
大
法
廷
判
決
、
民
集
十
八
巻
九
号

千
八
百
六
十
八
頁
）
。
し
た
が
っ
て
、
金
銭
を
目
的
と
す
る
消
費
貸
借
契
約
の
債
務
者
が
利
息
制
限
法
の
制
限
を
超
え
る
利

息
又
は
損
害
金
を
支
払
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
超
過
部
分
を
元
本
に
充
当
し
た
結
果
、
計
算
上
元
本
が
完
済
と
な
っ
た

と
き
は
、
既
に
消
費
貸
借
上
の
債
務
は
存
在
し
な
い
。

も
っ
と
も
、
貸
金
業
規
制
法
第
四
十
三
条
は
、
貸
金
業
者
が
業
と
し
て
行
う
金
銭
を
目
的
と
す
る
消
費
貸
借
上
の
利
息
の

契
約
に
基
づ
き
、
債
務
者
が
利
息
と
し
て
任
意
に
支
払
っ
た
金
銭
の
額
が
、
利
息
制
限
法
第
一
条
第
一
項
に
定
め
る
利
息
の

制
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
と
き
に
は
、
当
該
超
過
部
分
の
支
払
は
、
出
資
の
受
入
れ
、
預

り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
条
第
二
項
の
禁
止
す
る
利
率
に

よ
る
利
息
の
支
払
等
に
当
た
ら
な
い
限
り
、
利
息
制
限
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
有
効
な
利
息
の
債
務
の

弁
済
と
み
な
す
旨
を
定
め
て
い
る
。
右
に
述
べ
た
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
超
過
部
分
が
元
本
に
充
当
さ
れ
な

い
結
果
、
専
ら
同
法
に
基
づ
い
て
計
算
す
れ
ば
債
務
残
高
が
零
と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
な
お
消
費
貸
借
上
の
債
務
が
残

存
す
る
こ
と
と
な
る
。

五



八
に
つ
い
て

最
近
五
年
間
に
お
け
る
公
正
証
書
の
全
体
の
作
成
件
数
は
、
平
成
十
年
が
四
十
八
万
三
千
五
百
八
十
一
件
、
平
成
十
一
年

が
四
十
六
万
五
千
二
百
四
十
四
件
、
平
成
十
二
年
が
四
十
四
万
九
千
三
百
七
十
二
件
、
平
成
十
三
年
が
三
十
九
万
三
千
九
百

件
、
平
成
十
四
年
が
三
十
七
万
七
千
六
百
五
十
二
件
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
「
貸
金
業
者
の
依
頼
で
作
成
さ
れ
た
も

の
」
又
は
「
貸
金
に
か
か
わ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
」
の
件
数
及
び
そ
の
う
ち
債
務
者
本
人
が
公
証
人
役
場
に
出
頭
せ
ず
、

代
理
人
が
出
頭
し
た
件
数
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

九
に
つ
い
て

公
証
人
と
な
る
際
の
研
修
は
、
日
本
公
証
人
連
合
会
の
主
催
、
法
務
省
の
共
催
で
実
施
し
て
い
る
。
研
修
期
間
は
二
日
間

で
あ
り
、
研
修
内
容
は
「
公
証
人
と
し
て
の
心
構
え
」
、
「
法
律
行
為
公
正
証
書
に
つ
い
て
」
、
「
定
款
認
証
・
確
定
日
付

等
に
つ
い
て
」
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
各
公
証
人
は
、
そ
の
任
命
前
に
、
前
任
の
公
証
人
の
下
で
数
日
間
の
実
務
研
修
を
受

け
て
い
る
。

一
〇
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
の
退
職
後
に
お
け
る
再
就
職
の
状
況
は
、
公
務
を
離
れ
た
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
一
般
に
政
府
が
把

六



握
す
べ
き
立
場
に
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

過
去
三
年
間
に
お
い
て
、
財
務
省
、
金
融
庁
、
旧
大
蔵
省
又
は
旧
金
融
監
督
庁
の
職
員
で
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
三
条
に
基
づ
く
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
主
に
事
業
者
向
け
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
貸
金

業
者
に
再
就
職
し
た
者
は
い
な
い
。

一
一
の
（
一
）
に
つ
い
て

弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
十
五
条
第
四
号
の
「
公
務
員
と
し
て
職
務
上
取
り
扱
つ
た
事
件
」

に
当
た
る
か
ど
う
か
は
、
具
体
的
事
件
を
対
象
に
、
公
務
員
と
し
て
そ
の
事
件
の
事
案
の
処
理
の
実
質
に
関
与
し
た
か
ど
う

か
で
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
あ
る
事
業
者
の
業
務
等
を
監
督
す
る
行
政
機
関
の
長
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
当
該

事
業
者
が
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
具
体
的
事
件
の
事
案
の
処
理
に
関
与
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
的

に
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
訴
訟
は
、
「
公
務
員
と
し
て
職
務
上
取
り
扱
っ
た
事
件
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
。

一
一
の
（
二
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
弁
護
士
法
上
は
第
二
十
五
条
第
四
号
の
ほ
か
に
規
制
は
な
く
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
か
ら
も
、

御
指
摘
の
よ
う
な
基
準
を
定
め
た
会
則
等
は
な
い
と
聞
い
て
い
る
。

七



一
二
に
つ
い
て

平
成
十
二
年
八
月
三
十
一
日
に
、
関
東
財
務
局
が
株
式
会
社
商
工
フ
ァ
ン
ド
（
当
時
）
に
対
し
、
行
政
処
分
を
行
っ
た
こ

と
は
事
実
で
あ
る
が
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
代
理
人
弁
護
士
の
主
張
の
内
容
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
お
答
え
す
る
立
場
に
な

い
。

八



九



一
〇



一
一


